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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段によって撮像した画像を記録手段によって記録し、記録した画像を表示手段に
よって表示し得るようにした撮像装置であって、
　前記撮像手段で撮像した画像のデータに対する画像処理手段による演算結果に基づいて
測距して多点でピントを合わせることが可能な測距手段と、第１の測距モードと第２の測
距モードと第３の測距モードとを選択可能な測距モード設定手段とを備え、
　前記第１の測距モードでデータを得る領域と前記第３の測距モードでデータを得る領域
とは一部重複するとともに、前記第２の測距モードでデータを得る領域と前記第３の測距
モードでデータを得る領域とは一部重複し、
　前記第１、第３及び第２の測距モードの順序でそれぞれのデータを得る領域が遠くに設
定され、
　前記第１の測距モードが選択された場合は、前記測距手段における多点のうちから最も
遠い被写体にピントが合うように焦点制御するとともに、前記第２及び第３の測距モード
の場合は、最も近い被写体にピントが合うように焦点制御し、
　前記多点のいずれにおいてもピントを合わせることが困難な場合には前記各モードに対
応した定点として、第１の測距モードでは第１の領域内の第１の定点、第２の測距モード
では第２の領域内の第２の定点、第３の測距モードでは第３の領域内であって無限遠を被
写界深度に含む第３の定点に焦点制御するようにしたことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
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　撮像手段によって撮像した画像を記録手段によって記録し、記録した画像を表示手段に
よって表示し得るようにした撮像装置であり、前記撮像手段で撮像した画像のデータに対
する画像処理手段による演算結果に基づいて測距して多点でピントを合わせることが可能
な測距手段と、第１の測距モードと第２の測距モードと第３の測距モードとを選択可能な
測距モード設定手段とを備えた撮像装置の制御方法であって、
　前記第１の測距モードでデータを得る領域と前記第３の測距モードでデータを得る領域
とは一部重複させるとともに、前記第２の測距モードでデータを得る領域と前記第３の測
距モードでデータを得る領域とは一部重複させ、
　前記第１、第３及び第２の測距モードの順序でそれぞれのデータを得る領域を遠くに設
定し、
　前記第１の測距モードが選択された場合は、前記測距手段における多点のうちから最も
遠い被写体にピントが合うように焦点制御するとともに、前記第２及び第３の測距モード
の場合は、最も近い被写体にピントが合うように焦点制御し、
　前記多点のいずれにおいてもピントを合わせることが困難な場合には前記各モードに対
応した定点として、第１の測距モードでは第１の領域内の第１の定点、第２の測距モード
では第２の領域内の第２の定点、第３の測距モードでは第３の領域内であって無限遠を被
写界深度に含む第３の定点に焦点制御することを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項３】
　撮像手段によって撮像した画像を記録手段によって記録し、記録した画像を表示手段に
よって表示し得るようにした撮像装置であり、前記撮像手段で撮像した画像のデータに対
する画像処理手段による演算結果に基づいて測距して多点でピントを合わせることが可能
な測距手段と、第１の測距モードと第２の測距モードと第３の測距モードとを選択可能な
測距モード設定手段とを備えた撮像装置を制御するためのプログラムであり、
　前記第１の測距モードでデータを得る領域と前記第３の測距モードでデータを得る領域
とは一部重複させるとともに、前記第２の測距モードでデータを得る領域と前記第３の測
距モードでデータを得る領域とは一部重複させ、
　前記第１、第３及び第２の測距モードの順序でそれぞれのデータを得る領域を遠くに設
定し、
　前記第１の測距モードが選択された場合は、前記測距手段における多点のうちから最も
遠い被写体にピントが合うように焦点制御するとともに、前記第２及び第３の測距モード
の場合は、最も近い被写体にピントが合うように焦点制御し、
　前記多点のいずれにおいてもピントを合わせることが困難な場合には前記各モードに対
応した定点として、第１の測距モードでは第１の領域内の第１の定点、第２の測距モード
では第２の領域内の第２の定点、第３の測距モードでは第３の領域内であって無限遠を被
写界深度に含む第３の定点に焦点制御する処理をコンピュータに実行させるプログラムを
格納したことを特徴とするコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項４】
　前記プログラムは、前記第１の測距モードが選択された場合には、前記多点のうちでピ
ントが合う位置が最も遠い点に焦点制御する処理をコンピュータに実行させることを特徴
とする請求項３に記載のコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項５】
　前記プログラムは、前記第２の測距モードが選択された場合には、前記多点のうちでピ
ントが合う位置が最も近い点に焦点制御する処理をコンピュータに実行させることを特徴
とする請求項３に記載のコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、静止画像や動画像を撮像、記録あるいは再生する撮像装置およびその制御方法
に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来、この種の撮像装置において人物が横に並んだ被写体などを測距する際に、被写体と
被写体の間があいていたりすると、誤って背景にピントを合わせてしまうような誤測距が
起こることがある。このような場合、多点で測距を行なって、それぞれの中で最も近い被
写体にピントを合わせている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような多点測距技術は必ずしも万能ではない。そのため、どんな状
況でも確実に被写体にピントの合った画像を得ることができる訳ではなく、被写体がボケ
た画像を撮影してしまう場合も発生し得る。たとえば、被写体が遠景で、手前をボカシた
い場合などでも、上述の従来例では手前にピントを合わせてしまい、被写体がボケてしま
うことがある。
【０００４】
本発明はかかる実情に鑑み、このような不都合を解消し、適正かつ良好な画像を撮影する
撮像装置およびその制御方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明による撮像装置は、撮像手段によって撮像した画像を記録手段によって記録し、
記録した画像を表示手段によって表示し得るようにした撮像装置であって、前記撮像手段
で撮像した画像のデータに対する画像処理手段による演算結果に基づいて測距して多点で
ピントを合わせることが可能な測距手段と、第１の測距モードと第２の測距モードと第３
の測距モードとを選択可能な測距モード設定手段とを備え、前記第１の測距モードでデー
タを得る領域と前記第３の測距モードでデータを得る領域とは一部重複するとともに、前
記第２の測距モードでデータを得る領域と前記第３の測距モードでデータを得る領域とは
一部重複し、前記第１、第３及び第２の測距モードの順序でそれぞれのデータを得る領域
が遠くに設定され、前記第１の測距モードが選択された場合は、前記測距手段における多
点のうちから最も遠い被写体にピントが合うように焦点制御するとともに、前記第２及び
第３の測距モードの場合は、最も近い被写体にピントが合うように焦点制御し、前記多点
のいずれにおいてもピントを合わせることが困難な場合には前記各モードに対応した定点
として、第１の測距モードでは第１の領域内の第１の定点、第２の測距モードでは第２の
領域内の第２の定点、第３の測距モードでは第３の領域内であって無限遠を被写界深度に
含む第３の定点に焦点制御するようにしたことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明の撮像装置において、前記第１の測距モードが選択された場合には、前記
多点のうちでピントが合う位置が最も遠い点に焦点制御することを特徴とする。
【０００７】
　また、本発明の撮像装置において、前記第２の測距モードが選択された場合には、前記
多点のうちでピントが合う位置が最も近い点に焦点制御することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の撮像装置の制御方法は、撮像手段によって撮像した画像を記録手段によ
って記録し、記録した画像を表示手段によって表示し得るようにした撮像装置であり、多
点でピントを合わせることが可能な測距手段と、少なくとも第１の測距モードと第２の測
距モードとを選択可能な測距モード設定手段とを備えた撮像装置の制御方法であって、前
記第１の測距モードが選択された場合は、前記測距手段における多点のうちから前記第２
の測距モードが選択された場合よりも遠い被写体にピントが合うように焦点制御するとと
もに、前記多点のいずれにおいてもピントを合わせることが困難な場合には前記第２の測
距モードが選択された場合よりも遠景に焦点制御することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の記録媒体は、撮像手段によって撮像した画像を記録手段によって記録し
、記録した画像を表示手段によって表示し得るようにした撮像装置であり、多点でピント
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を合わせることが可能な測距手段と、少なくとも第１の測距モードと第２の測距モードと
を選択可能な測距モード設定手段とを備えた撮像装置を制御するためのプログラムであり
、前記第１の測距モードが選択された場合は、前記測距手段における多点のうちから前記
第２の測距モードが選択された場合よりも遠い被写体にピントが合うように焦点制御する
とともに、前記多点のいずれにおいてもピントを合わせることが困難な場合には前記第２
の測距モードが選択された場合よりも遠景に焦点制御する処理をコンピュータに実行させ
るプログラムを格納したことを特徴とする。
　また、本発明の記録媒体において、前記プログラムは、前記第１の測距モードが選択さ
れた場合には、前記多点のうちでピントが合う位置が最も遠い点に焦点制御する処理をコ
ンピュータに実行させることを特徴とする。
　また、本発明の記録媒体において、前記プログラムは、前記第２の測距モードが選択さ
れた場合には、前記多点のうちでピントが合う位置が最も近い点に焦点制御する処理をコ
ンピュータに実行させることを特徴とする。
【００１４】
本発明によれば、撮影したい被写体に応じた測距モードを選択可能とし、通常モードおよ
びマクロモードでは、多点のうちで最も近い被写体にピントを合わせる。また遠景モード
では、多点のうちで最も遠い被写体にピントを合わせる。このように、選択された測距モ
ード毎に最適な制御を行うようにすることで、円滑かつ適正に撮影することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の好適な実施の形態を説明する。
図１は、本発明の実施形態における構成を示している。図において、１００は画像処理装
置である。１０は撮影レンズ、１２は絞り機能を備えるシャッター、１４は光学像を電気
信号に変換する撮像素子であり、システム制御回路５０の制御でその感度を変更できるよ
うになっている。１６は撮像素子１４のアナログ信号出力をデジタル信号に変換するＡ／
Ｄ変換器、１８は撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６、Ｄ／Ａ変換器２６にクロック信号や
制御信号を供給するタイミング発生回路であり、メモリ制御回路２２およびシステム制御
回路５０により制御される。
【００１６】
２０は画像処理回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータあるいはメモリ制御回路２２
からのデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理を行う。画像処理回路２０におい
ては、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいて
システム制御回路５０が露光制御手段４０、測距制御手段４２に対して制御を行う、ＴＴ
Ｌ（スルー・ザ・レンズ）方式のＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理
、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理を行っている。さらに、画像処理回路２０においては
、撮像した画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいてＴＴ
Ｌ方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理も行っている。
【００１７】
２２はメモリ制御回路であり、Ａ／Ｄ変換器１６、タイミング発生回路１８、画像処理回
路２０、画像表示メモリ２４、Ｄ／Ａ変換器２６、メモリ３０、圧縮・伸長回路３２を制
御する。Ａ／Ｄ変換器１６のデータは画像処理回路２０、メモリ制御回路２２を介して、
あるいは直接メモリ制御回路２２を介して、画像表示メモリ２４あるいはメモリ３０に書
き込まれる。
【００１８】
２４は画像表示メモリ、２６はＤ／Ａ変換器、２８はＴＦＴＬＣＤ等からなる画像表示部
である。画像表示メモリ２４に書き込まれた表示用の画像データは、Ｄ／Ａ変換器２６を
介して画像表示部２８により表示される。画像表示部２８を用いて、撮像した画像データ
を逐次表示すれば、電子ファインダ機能を実現することが可能である。
【００１９】
また、画像表示部２８は、システム制御回路５０の指示により任意にその表示をＯＮ／Ｏ
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ＦＦすることが可能である。表示をＯＦＦにした場合には画像処理装置１００の電力消費
を大幅に低減することができる。
【００２０】
３０は撮影した静止画像や動画像を格納するためのメモリであり、所定枚数の静止画像や
所定時間の動画像を格納するのに十分な記憶量を備えている。これにより、複数枚の静止
画像を連続して撮影する連射撮影やパノラマ撮影の場合も、高速かつ大量の画像書込みを
メモリ３０に対して行うことが可能となる。また、メモリ３０はシステム制御回路５０の
作業領域としても使用することが可能である。３２は適応離散コサイン変換（ＡＤＣＴ）
等により画像データを圧縮・伸長する圧縮・伸長回路であり、メモリ３０に格納された画
像を読み込んで圧縮処理あるいは伸長処理を行い、処理を終えたデータをメモリ３０に書
き込む。
【００２１】
４０は絞り機能を備えるシャッター１２を制御する露光制御手段であり、フラッシュ４８
と連携することによりフラッシュ調光機能も有する。
【００２２】
４２は撮影レンズ１０のフォーカシングを制御する測距制御手段、４４は撮影レンズ１０
のズーミングを制御するズーム制御手段、４６は振れを補正する手段である光学防振手段
１０２の動作を制御する防振制御手段である。この防振制御手段４６には、電力消費は大
きいが追従特性のよい通常モードと、電力消費は少ないが追従特性がやや劣るエコノミー
モードとがある。４８はフラッシュであり、ＡＦ補助光の投光機能、フラッシュ調光機能
も有している。露光制御手段４０、測距制御手段４２はＴＴＬ方式を用いて制御されてお
り、撮像した画像データを画像処理回路２０によって演算した演算結果に基づき、システ
ム制御回路５０が露光制御手段４０、測距制御手段４２に対して制御を行う。
【００２３】
５０は画像処理装置１００の全体を制御するシステム制御回路、５２はシステム制御回路
５０の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶するメモリである。５４はシステム制御
回路５０でのプログラムの実行に応じて、文字、画像あるいは音声等を用いて動作状態や
メッセージ等を表示する液晶表示装置、スピーカー等の表示部であり、画像処理装置１０
０の操作部近辺の視認し易い位置に、単数あるいは複数個所設置され、たとえばＬＣＤや
ＬＥＤ、発音素子等の組合わせにより構成されている。また、表示部５４はその一部の機
能が、光学ファインダ１０４内に設置されている。
【００２４】
表示部５４の表示内容のうち、ＬＣＤ等に表示するものとしては、シングルショット／連
写撮影表示、セルフタイマー表示、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影
可能枚数表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示、フラッシュ表示、
赤目緩和表示、マクロ撮影表示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示、
エラー表示、複数桁の数字による情報表示、記録媒体２００および２１０の着脱状態表示
、通信Ｉ／Ｆ動作表示、日付け・時刻表示等がある。
【００２５】
また、表示部５４の表示内容のうち、光学ファインダ１０４内に表示するものとしては、
合焦表示、手振れ警告表示、フラッシュ充電表示、シャッタースピード表示、絞り値表示
、露出補正表示等がある。
【００２６】
５６は電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、たとえばＥＥＰＲＯＭ等が用い
られる。
【００２７】
６０，６２，６４，６６，６８および７０は、システム制御回路５０の各種の動作指示を
入力するための操作手段であり、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検知によるポ
インティング、音声認識装置等の単数あるいは複数の組合わせで構成される。
【００２８】
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ここで、これらの操作手段の具体的な説明を行う。
６０はモードダイアルスイツチであり、電源オフ、自動撮影モード、撮影モード、パノラ
マ繋ぎ撮り撮影モード、再生モード、マルチ画面再生・消去モード、ＰＣ接続モード等の
各機能モードを切替え設定することができる。
６２はシャッタースイッチＳＷ１であり、図示しないシャッターボタンの操作の途中でＯ
Ｎとなり、ＡＦ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワ
イトバランス）処理、ＥＦ（フラッシュプリ発光）処理等の動作開始を指示する。
【００２９】
６４はシャッタースイッチＳＷ２であり、図示しないシャッターボタンの操作完了でＯＮ
となり、撮像素子１２から読み出した信号をＡ／Ｄ変換器１６、メモリ制御回路２２を介
してメモリ３０に画像データを書き込む露光処理、画像処理回路２０やメモリ制御回路２
２での演算を用いた現像処理を行ない、メモリ３０から画像データを読み出す。そして圧
縮・伸長回路３２で圧縮を行い、記録媒体２００あるいは２１０に画像データを書き込む
記録処理という一連の処理の動作開始を指示する。
【００３０】
６６は画像表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチであり、画像表示部２８のＯＮ／ＯＦＦを設定する
ことができる。この機能により光学ファインダ１０４を用いて撮影を行なう際にＴＦＴＬ
ＣＤ等からなる画像表示部２８への電流供給を遮断することにより省電力を図ることがで
きる。
【００３１】
６８は測距モード設定手段であり、通常被写体を撮影する場合に選択する通常モード、マ
クロ被写体を撮影する場合に選択するマクロモード、遠景を撮影する場合に選択する遠景
モードなどの測距モードの設定を行なう。
【００３２】
７０は各種ボタンやタッチパネル等からなる操作部であり、メニューボタン、セットボタ
ン、マルチ画面再生改ぺージボタン、フラッシュ設定ボタン、単写／連写／セルフタイマ
ー切替えボタン、メニュー移動「＋」（プラス）ボタン、メニュー移動「－」（マイナス
）ボタン、再生画像移動「＋」（プラス）ボタン、再生画像移動「－」（マイナス）ボタ
ン、撮影画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付／時間設定ボタン等がある。
【００３３】
８０は電源制御手段であり、電池検出回路、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを
切り替えるスイッチ回路等により構成されており、電池の装着の有無、電池の種類、電池
残量の検出を行い、検出結果およびシステム制御回路５０の指示に基づいてＤＣ－ＤＣコ
ンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給する。８２はコ
ネクタ、８４はコネクタ、８６はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ電
池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる電源手段である。
【００３４】
９０および９４はメモリカードやハードディスク等の記録媒体とのインタフェース、９２
および９６はメモリカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタ、９８は
コネクタ９２および／あるいは９６に記録媒体２００あるいは２１０が装着されているか
否かを検知する記録媒体着脱検知手段である。
【００３５】
なお、本実施形態では記録媒体を取り付けるインターフェースおよびコネクタを２系統持
つものとして説明している。もちろん、記録媒体を取り付けるインターフェースおよびコ
ネクタは、単数あるいは複数いずれの系統数を備える構成としても差し支えない。また、
異なる規格のインターフェースおよびコネクタを組み合わせて備える構成としてもよい。
【００３６】
インターフェースおよびコネクタとしては、ＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コンパクトフラ
ッシュ）カード等の規格に準拠したものを用いて構成して構わない。さらに、インタフェ
ース９０および９４、そしてコネクタ９２および９６をＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コン
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パクトフラッシュ）カード等の規格に準拠したものを用いて構成した場合、ＬＡＮカード
やモデムカード、ＵＳＢカード、ＩＥＥＥ１３９４カード、Ｐ１２８４カード、ＳＣＳＩ
カード、ＰＨＳ等の通信カード等の各種通信カードを接続することにより、他のコンピュ
ータやプリンタ等の周辺機器との間で画像データや画像データに付属した管理情報を転送
し合うことができる。
【００３７】
１０２は画像の振れを防止する光学防振手段であり、防振制御手段４６によって制御され
る。
１０４は光学ファインダであり、画像表示部２８による電子ファインダ機能を使用するこ
となしに光学ファインダのみを用いて撮影を行うことが可能である。また、光学ファイン
ダ１０４内には、表示部５４の一部の機能、たとえば合焦表示、手振れ警告表示、フラッ
シュ充電表示、シャッタースピード表示、絞り値表示、露出補正表示などが設置されてい
る。
１１０は通信手段であり、ＲＳ２３２ＣやＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４、Ｐ１２８４、ＳＣ
ＳＩ、モデム、ＬＡＮ、無線通信等の各種通信機能を有する。１１２は通信手段１１０に
より画像処理装置１００を他の機器と接続するコネクタあるいは無線通信の場合はアンテ
ナである。
【００３８】
２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２００は、半導体
メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２、画像処理装置１００とのインタフ
ェース２０４および画像処理装置１００と接続を行うコネクタ２０６を備えている。
２１０はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２１０は、半導体
メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２１２、画像処理装置１００とのインタフ
ェース２１４および画像処理装置１００と接続を行うコネクタ２１６を備えている。
【００３９】
図２を参照して、この実施形態における画像処理装置１００の動作を説明する。
図２は本実施形態の画像処理装置１００の主ルーチンのフローチャートを示す。
ステップＳ１０１においてシステム制御回路５０により、シャッタースイッチＳＷ１（６
２）が押下された場合はステップＳ１０２に進み、そうでない場合はステップＳ１０１に
戻る。
【００４０】
ステップＳ１０２において測光、測色などの撮影準備動作を行い、ステップＳ１０３に進
む。
ステップＳ１０３において測距モード設定手段６８の設定が通常モードの場合にはステッ
プＳ１０５に進み、マクロモードの場合にはステップＳ１０４に進み、遠景モードの場合
にはステップＳ１０６に進む。
【００４１】
ステップＳ１０４においてマクロ域において、画像処理回路２０の演算処理から出力され
るデータを用いて、多点測距を行い、ステップＳ１０７に進む。
ステップＳ１０５において通常域において、画像処理回路２０の演算処理から出力される
データを用いて、多点測距を行い、ステップＳ１０８に進む。
ステップＳ１０６において遠景域において、画像処理回路２０の演算処理から出力される
データを用いて、多点測距を行い、ステップＳ１０９に進む。
ここに、マクロ域は１０ｃｍから６０ｃｍ、通常域は５０ｃｍから無限遠、遠景域は３ｍ
から無限遠とする。
【００４２】
ステップＳ１０７において画像処理回路２０の演算処理から出力される上記データの信頼
性判定を行う。多点測距のうち１点でも信頼性がある場合はステップＳ１１３に進み、そ
うでない場合はステップＳ１１０に進む。
ステップＳ１０８において画像処理回路２０の演算処理から出力される上記データの信頼
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性判定を行う。多点測距のうち１点でも信頼性がある場合はステップＳ１１３に進み、そ
うでない場合はステップＳ１１１に進む。
ステップＳ１０９において画像処理回路２０の演算処理から出力される上記データの信頼
性判定を行う。多点測距のうち１点でも信頼性がある場合はステップＳ１１４に進み、そ
うでない場合はステップＳ１１２に進む。
【００４３】
ステップＳ１１０においてマクロモード時の定点を算出して合焦位置とし、ステップＳ１
１５に進む。ここに、マクロモードの定点はマクロ域内の任意の距離である。
ステップＳ１１１において通常モード時の定点を算出して合焦位置とし、ステップＳ１１
５に進む。ここに、通常モードの定点は無限遠を深度内に含む任意の距離である。
ステップＳ１１２において遠景モード時の定点を算出して合焦位置とし、ステップＳ１１
５に進む。ここに、遠景モードの定点は遠景域内の任意の距離である。
【００４４】
ステップＳ１１３においてステップＳ１０７において信頼性のあった測距点のうちで、最
も近い合焦位置を選択して、ステップＳ１１５に進む。
ステップＳ１１４においてステップＳ１０７において信頼性のあった測距点のうちで、最
も遠い合焦位置を選択して、ステップＳ１１５に進む。
ステップＳ１１５において上記のように求めた合焦位置に撮影レンズ１０を移動して、ス
テップＳ１１６へ進む。
【００４５】
ステップＳ１１６においてシャッタースイッチＳＷ２（６４）が押下された場合はステッ
プＳ１１８に進み、そうでない場合はステップＳ１１７に進む。
ステップＳ１１７においてシャッタースイッチＳＷ１（６２）が押下されている場合はス
テップＳ１１６に進み、そうでない場合はステップＳ１０１に戻る。
ステップＳ１１８において通常撮影を行い、ステップＳ１１９に進む。
ステップＳ１１９において撮影された画像を記録して、ステップＳ１１６に戻る。
【００４６】
上述のように、撮影したい被写体に応じた測距モードを選択可能とし、通常モードおよび
マクロモードでは多点測距のうちで最も近い被写体にピントを合わせ、また遠景モードで
は多点のうちで最も遠い被写体にピントを合わせ、選択された測距モード毎に最適な制御
を行うようにすることで、多くの場合に被写体にピントの合った画像を得ることができる
。
【００４７】
また、遠景モードを設けることで、画面の大部分が空などのコントラストの低い被写体で
、測距ができない場合でも、遠景の定点にピントを合わせるので、遠景にピントの合った
画像を得ることができる。
【００４８】
ここで、上記様々な実施形態に示した各機能ブロックおよび処理手順は、ハードウェアに
より構成しても良いし、ＣＰＵあるいはＭＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭ等からなるマイクロ
コンピュータシステムによって構成し、その動作をＲＯＭやＲＡＭに格納された作業プロ
グラムに従って実現するようにしても良い。また、上記各機能ブロックの機能を実現する
ように当該機能を実現するためのソフトウェアのプログラムをＲＡＭに供給し、そのプロ
グラムに従って上記各機能ブロックを動作させることによって実施したものも、本発明の
範疇に含まれる。
【００４９】
この場合、上記ソフトウェアのプログラム自体が上述した各実施形態の機能を実現するこ
とになり、そのプログラム自体、及びそのプログラムをコンピュータに供給するための手
段、例えばかかるプログラムを格納した記録媒体は本発明を構成する。かかるプログラム
を記憶する記憶媒体としては、上記ＲＯＭやＲＡＭの他に例えばフロッピーディスク、ハ
ードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｉ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ



(9) JP 4612763 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

－ＲＷ、ＤＶＤ、ｚｉｐ、磁気テープ、あるいは不揮発性のメモリカード等を用いること
ができる。
【００５０】
また、コンピュータが供給されたプログラムを実行することにより、上述の実施形態の機
能が実現されるだけでなく、そのプログラムがコンピュータにおいて稼働しているＯＳ（
オペレーティングシステム）あるいは他のアプリケーションソフト等の共同して上述の実
施形態の機能が実現される場合にもかかるプログラムは本発明の実施形態に含まれること
は言うまでもない。
【００５１】
さらに、供給されたプログラムがコンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに接続さ
れた機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後、そのプログラムの指示に基づいて
その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部
を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合にも本発明に含まれ
ることは言うまでもない。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、この種の撮像装置において測距手段で測距された多
点うちから、選択された測距モードに応じた点に焦点制御するようにしたことにより、極
めた多くの撮影場面で円滑かつ適正にピントの合った良好な撮影を行うことができる。こ
の場合、取扱い操作も容易であり、使用性において優れている等の利点を有している。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態における構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態における装置動作の主ルーチンの一部を示すフローチャートで
ある。
【符号の説明】
１０　　撮影レンズ
１２　　シャッター
１４　　撮像素子
１６　　Ａ／Ｄ変換器
１８　　タイミング発生回路
２０　　画像処理回路
２２　　メモリ制御回路
２４　　画像表示メモリ
２６　　Ｄ／Ａ変換器
２８　　画像表示部
３０　　メモリ
３２　　画像圧縮・伸長回路
４０　　露光制御手段
４２　　測距制御手段
４４　　ズーム制御手段
４６　　防振制御手段
４８　　フラッシュ
５０　　システム制御回路
５２　　メモリ
５４　　表示部
５６　　不揮発性メモリ
６０　　モードダイアルスイッチ
６２　　シャッタースイッチＳＷ１
６４　　シャッタースイッチＳＷ２
６６　　画像表示ＯＮ／ＯＦＦスイッチ
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６８　　測距モードスイッチ
７０　　操作部
８０　　電源制御手段
８２　　コネクタ
８４　　コネクタ
８６　　電源手段
９０　　インタフェース
９２　　コネクタ
９４　　インタフェース
９６　　コネクタ
９８　　記録媒体着脱検知手段
１００　　画像処理装置
１０２　　光学防振手段
１０４　　光学ファインダ
１１０　　通信手段
１１２　　コネクタ（またはアンテナ）
２００　　記録媒体
２０２　　記録部
２０４　　インタフェース
２０６　　コネクタ
２１０　　記録媒体
２１２　　記録部
２１４　　インタフェース
２１６　　コネクタ

【図１】 【図２】
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